
家
を
建
て
る
に
は
設
計
図
。
事
業

承
継
に
は
『
事
業
承
継
計
画
書
』
が
必

要
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
計
画
な
し
に

事
業
を
進
め
て
い
る
と
、
思
わ
ぬ
落
と

し
穴
に
入
っ
て
、
う
ま
く
い
か
な
か
っ

た
例
が
た
く
さ
ん
出
て
い
ま
す
。
後
継

者
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
で
き

ず
、
会
社
を
飛
び
出
し
た
と
い
う
話
。

従
業
員
が
将
来
の
不
安
を
募
ら
せ
、
や

め
て
い
っ
た
と
い
う
話
。
株
を
譲
る
タ

イ
ミ
ン
グ
の
ず
れ
や
、
争
族
問
題
に
な

っ
た
と
い
う
話
を
聞
き
ま
す
。

こ
れ
ら
を
防
い
で
く
れ
る
一
つ
の
道

具
と
し
て
あ
る
の
が
前
述
し
た
『
事
業

承
継
計
画
書
』
で
す
。

こ
の
様
式
は
、
中
小
機
構
の
Ｈ
Ｐ
や

日
本
政
策
金
融
公
庫
発
行
の
「
つ
な
ぐ

ノ
ー
ト
」
で
紹
介
さ
れ
て
い
ま
す
。

今
年
の
１
０
月
～
１
２
月
に
か
け
て

本
会
が
実
施
す
る
『
事
業
承
継
ミ
ニ
セ

ミ
ナ
ー
（
本
会
と
共
催
に
よ
る
開
催
の

予
定
を
し
て
い
る
商
工
会
・
商
工
会
議

所
は
下
記
の
と
お
り
）
で
は
事
業
承
継

に
関
す
る
各
種
施
策
の
説
明
、
事
例
報

告
、
事
業
承
継
計
画
書
を
実
際
に
作
る

研
修
内
容
も
予
定
し
て
い
ま
す
。

今
号
で
は
、
前
段
と
し
て
、
承
継
計

画
書
作
成
に
つ
い
て
解
説
し
ま
す
。

作
成
支
援
に
つ
い
て
は
、
本
会
の

ブ
ロ
ッ
ク
Ｃ
Ｏ
が
支
援
し
ま
す
が
、
大

前
提
は
、
経
営
者
と
後
継
者
が
一
緒
に

議
論
し
て
、
共
通
の
認
識
と
し
て
の
計

画
書
に
す
る
こ
と
で
す
。
こ
れ
が
最
大

の
ポ
イ
ン
ト
で
す
。
一
方
通
行
で
は
計

画
の
実
践
が
で
き
ま
せ
ん
。

作
成
手
順
１

準
備
す
る
の
は
、
企

業
の
概
要
が
わ
か
る
書
類
。
例
：
法
人

で
は
、
株
主
名
簿
、
過
去
３
年
分
の
決

算
書
、
現
経
営
者
の
資
産
目
録
。

作
成
手
順
２

承
継
の
中
長
期
目

標
、
基
本
方
針
を
決
め
ま
す
。
事
業
の

方
向
性
を
定
め
、
誰
に
、
い
つ
、
ど
の

よ
う
に
承
継
さ
せ
る
か
と
い
う
こ
と
で

す
。
そ
の
際
、
会
社
の
強
み
、
弱
み
、

機
会
、
脅
威
（
Ｓ
Ｗ
Ｏ
Ｔ
分
析
と
言
い

ま
す
）
を
作
成
し
、
会
社
の
ポ
ジ
シ
ョ

ン
を
見
え
る
化
し
て
、
後
継
者
に
引
き

継
ぐ
ま
で
に
ど
こ
の
部
分
を
強
化
す
る

な
ど
対
策
を
検
討
し
ま
す
。

作
成
手
順
３

い
つ
か
ら
、
い
つ
ま

で
の
間
に
引
き
継
ぐ
か
？

現
在
か
ら
現
経
営
者
が
完
全
引
退
す

る
ま
で
の
計
画
（
こ
こ
で
ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル
、
○
年
後
と
い
う
こ
と
が
決
ま
り
ま

す
）
。
６
５
歳
か
ら
７
０
歳
く
ら
い
ま

で
に
承
継
を
完
了
さ
せ
る
こ
と
が
理
想

と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
経
営
者
が
元
気

な
う
ち
に
し
っ
か
り
バ
ト
ン
タ
ッ
チ
が

で
き
る
か
ら
で
す
。

要
注
意

冒
頭
で
述
べ
た
と
お
り
、

後
継
者
と
の
共
通
認
識
が
最
重
要
で

す
。
そ
し
て
、
後
継
者
以
外
の
親
族
や

他
の
役
員
の
心
情
を
配
慮
す
る
こ
と
が

必
要
で
す
（
承
継
後
に
後

継
者
を
し
っ
か
り
支
え
て

も
ら
う
た
め
で
す
）
。
こ

の
計
画
書
を
ブ
ラ
ッ
シ
ュ

ア
ッ
プ
す
る
た
め
に
は
、

経
営
指
導
員
や
本
会
か
ら

の
専
門
家
派
遣
の
活
用
も

有
用
で
す
。
会
社
外
か
ら

の
ア
ド
バ
イ
ス
は
、
社
内

関
係
者
だ
け
で
は
決
め
に

く
い
こ
と
、
感
情
的
に
な

る
こ
と
な
ど
を
ク
リ
ア
で

き
る
た
め
で
す
。

ミ
ニ
セ
ミ
ナ
ー
予
定

中
津
市
し
も
げ
商
工
会

宇
佐
商
工
会
議
所

豊
後
高
田
商
工
会
議
所

国
東
市
商
工
会

日
出
町
商
工
会

別
府
商
工
会
議
所

日
田
地
区
商
工
会

玖
珠
町
商
工
会

由
布
市
商
工
会

九
州
ア
ル
プ
ス
商
工
会

豊
後
大
野
市
商
工
会

野
津
町
商
工
会

津
久
見
商
工
会
議
所

佐
伯
市
番
匠
商
工
会

開
催
日
時
は
、
本
会
Ｈ
Ｐ
又
は

該
当
の
商
工
会
・
商
工
会
議
所
へ
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。
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由
布
市
、
大
分
市
、
臼
杵

市
、
津
久
見
市
、
佐
伯
市
を
担
当
す
る
堤
で
す
。

大
分
市
高
城
生
ま
れ
、
高
城
育
ち
で
、
大
学
入

学
で
上
京
、
卒
業
後
も
そ
の
ま
ま
東
京
で
就
職
し

ま
し
た
が
都
会
の
水
に
ま
じ
め
ず
？
７
年
間
の
東

京
生
活
の
後
、
大
分
県
庁
に
採
用
さ
れ
帰
郷
し
ま

し
た
。
帰
っ
て
き
て
、
大
分
の
風
土
に
再
度
触
れ

る
よ
う
に
な
っ
て
、
『
大
分
っ
て
い
い
な
』
と
感

じ
た
の
を
覚
え
て
い
ま
す
。

大
分
県
庁
時
代
、
林
業
水
産
部
で
は
漁
業
者
へ

の
制
度
融
資
を
担
当
、
労
働
委
員
会
事
務
局
で
は

中
小
企
業
で
の
個
別
労
働
紛
争
の
相
談
を
担
当

し
、
中
小
企
業
の
経
営
者
さ
ん
と
お
会
い
す
る
こ

と
が
あ
り
ま
し
た
。

そ
ん
な
中
で
、
労
務
管
理
や
経
営
の
知
識
に
も

興
味
を
覚
え
、
社
会
保
険
労
務
士
と
中
小
企
業
診

断
士
の
資
格
を
取
得
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

定
年
退
職
後
は
、
再
雇
用
は
希
望
せ
ず
、
資
格

を
活
か
し
て
第
２
の
人
生
を
と
考
え
て
い
た
際

に
、
大
分
労
働
局
委
託
事
業
で
中
小
企
業
の
生
産

性
向
上
を
支
援
し
、
「
事
業
所
内
最
低
賃
金
」
の

引
き
上
げ
を
図
る
「
業
務
改
善
助
成
金
」
を
普
及

広
報
す
る
最
低
賃
金
総
合
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー
・

コ
ー
デ
イ
ネ
ー
タ
ー
に
採
用
さ
れ
ま
し
た
。

金
融
機
関
、
商
工
会
議
所
、
商
工
会
、
経
営
者

の
方
に
助
成
金
の
お
知
ら
せ
や
利
用
の
お
願
い
で

お
会
い
す
る
機
会
が
あ
り
、
そ
の
際
の
出
会
い
、

教
え
て
い
た
だ
い
た
こ
と
が
今
も
大
い
に
役
立
っ

て
お
り
、
と
て
も
感
謝
し
て
い
ま
す
。

最
低
賃
金
総
合
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー
が
平
成
２

９
年
度
に
廃
止
さ
れ
、
昨
年
度
か
ら
事
業
引
継
ぎ

支
援
セ
ン
タ
ー
の
ブ
ロ
ッ
ク
・
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ

ー
と
し
て
お
世
話
に
な
っ
て
い
ま
す
。

年
金
も
受
給
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
が
、

「
亭
主
、
元
気
で
、
留
守
が
い
い
」
と
言
っ
て
る

妻
の
た
め
に
も
、
健
康
第
一
で
、
仕
事
に
頑
張
り

た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

趣
味
は
、
旅
行
や
美
術
館
巡
り
、
県
下
の
温
泉

巡
り
、
新
緑
や
紅
葉
の
頃
の
山
登
り
で
す
。

大
分
市
高
城
の
自
宅
で
夫
婦
２
人
と
毎
日
一
緒

に
散
歩
す
る
高
齢
の
雌
犬
１
匹
、
雌
猫
１
匹
と
生

活
し
て
い
ま
す
。

事
業
承
継
計
画
を
作
っ
て
み
ま
せ
ん
か
？

ミ
ニ
情
報

『
融
資
に
個
人
保
証
を
求
め
な
い
こ
と
に
よ
り
、
中
小
企
業
の
事
業
承
継
を
促
す
』

方
針

政
府
は
、
中
小
企
業
の
事
業
承
継
を
進
め
る
上
で
、
課
題
で
あ
っ
た
企
業
債
務
に
つ
い
て
は
、
個
人
保
証
を

求
め
な
い
仕
組
み
づ
く
り
に
乗
り
出
す
と
報
道
さ
れ
ま
し
た
。

新
旧
経
営
者
の
両
方
に
個
人
保
証
を
求
め
る
こ
と
を
原
則
禁
止
す
る
も
の
で
、
２
０
２
０
年
４
月
か
ら
適
用

す
る
と
の
こ
と
。
特
に
政
府
系
系
金
融
機
関
で
あ
る
商
工
中
金
の
新
規
融
資
は
原
則
無
保
証
、
信
用
保
証
協
会

へ
の
保
証
料
も
最
大
ゼ
ロ
と
す
る
予
定
だ
そ
う
で
す
。

今
ま
で
は
、
経
営
者
が
代
替
わ
り
し
た
あ
と
も
、
新
旧
経
営
者
に
保
証
を
求
め
る
「
二
重
徴
求
」
が
な
く
な

る
こ
と
に
よ
り
、
円
滑
な
事
業
承
継
が
期
待
さ
れ
て
い
ま
す
。
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事
業
承
継
を
契
機
に
法
人
化
、
伝

統
の
「
塗
り
壁
」
の
魅
力
Ｐ
Ｒ

㈱
吉
見
施
工

佐
伯
市

後
継
者

吉
見
正
二
郎
さ
ん

佐
伯
市
弥
生
で

左
官
業
を
営

む
「
㈱
吉
見

施
工
」
は
、
平

成
９
年
に
正
二
郎
さ
ん
（
現
在
４
１

歳
）
の
お
父
様
で
あ
る
正
孝
さ
ん
が

平
成
９
年
に
現
在
地
で
開
業
し
ま
し

た
。
平
成
２
８
年
に
は
、
事
業
承
継

を
機
に
株
式
会
社
と
し
て
生
ま
れ
変

わ
り
ま
し
た
。
左
官
業
と
い
う
業
種

は
、
ど
う
し
て
も
元
受
け
会
社
か
ら

下
請
け
企
業
と
し
て
受
注
す
る
機
会

が
多
い
こ

と
が
特
徴

で

す
。
利
益

率
向
上
に

は

『
一
般
家
庭
か
ら
の
注
文

増
の
仕
組
み
を
ど
の
よ
う

に
作
っ
て
い
く
か
』
、
正

二
郎
さ
ん
は
事
業
承
継
を
キ
ッ
カ
ケ

に
試
行
錯
誤
を
し
て
い
ま
し
た
。

佐
伯
市
番
匠
商
工
会
の
増
尾
経
営

指
導
員
が
事
業
承
継
診
断
の
ヒ
ア
リ

ン
グ
時
に
、
今
後
の
事
業
展
開
の
相

談
を
受
け
ま
し
た
。
そ
の
結
果
、
提

案
型
左
官
業
と
し
て
事
業
展
開
す
る

た
め
の
シ
ョ
ー
ル
ー
ム
建
設
、
人
手

不
足
を
解
消
す
る
た
め
に
モ
デ
リ
ン

グ
（
見
習
工
の
早
期
熟
練
工
育
成
制

度
）
に
取
り
組
む
計
画
を
立
て
ま
し

た
。
実
現
す
る
に
は
多
額
の
建
設
費

用
が
掛
か
る
シ
ョ
ー
ル
ー
ム
建
設

に
、
国
の
事
業
承
継
補
助
制
度
を
活

用
す
る
こ
と
を
商
工
会
が
提
案
。
事

業
引
継
ぎ
支
援
セ
ン
タ
ー
も
お
手
伝

い
し
て
、
今
年
度
、
採
択
を
受
け
る

こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
今
後
は
左
官

業
に
は
少
な
い
女
性
人
材
の
採
用
、

施
工
期
間
の
短
縮
化
、
高
品
質
化
の

実
現
に
向
け
て
社
内
一
丸
と
な
っ
て

ま
い
進
し
て
い
く
と
の
こ
と
で
す
。

後
継
者
の
正
二
郎
さ
ん
は
「
左
官

の
素
晴
ら
し
さ
を
伝
え
て
行
け
る
よ

う
に
僕
自
身
が
パ
イ
オ
ニ
ア
と
な
っ

て
頑
張
っ
て
行
き
た
い
と
思
い
ま

す
。
若
者
が
吉
見
施
工
で
働
き
た
い

と
言
わ
れ
る
会
社
に
し
て
い
き

た
い
で
す
ね(

^
^
)

」
と
将
来

に
向
け
て
の
ビ
ジ
ョ
ン
を
語
っ

て
く
れ
ま
し
た
。
日
本
伝
統
技

術
で
、
日
本
の
風
土
に
も
マ
ッ

チ
し
た
「
塗
り
壁
」
の
良
さ
を
Ｐ
Ｒ

し
な
が
ら
、
佐
伯
市
内
の
み
な
ら

ず
、
市
外
へ
も
進
出
す
る
予
定
で
、

今
後
の
展
開
が
楽
し
み
な
企
業
で

す
。佐

伯
市
弥
生
平
井
６
１
９
番
地
３

０
９
７
２
（
４
６
）
０
６
１
２

承
継事

例

事
業
を
軌
道
に
乗
せ
る
た
め
の
ツ
ー
ル

介
紹

堤

泰
秀

作
成
手
順
は
？



前
号
で
も
お
知
ら
せ
し
た
、

事
業
承
継
補
助
金
の
第
１
次
募

集
の
結
果
発
表
が
あ
り
ま
し

た
。
大
分
県
内
で
は
１
３
件
が

採
択
。
そ
の
う
ち
、
当
セ
ン
タ

ー
で
ブ
ラ
ッ
シ
ュ
ア
ッ
プ
支
援

を
し
た
企
業
は
８
社
で
し
た
。

第
２
次
募
集
も
あ
り
ま
し
た

が
、
７
月
２
６
日
に
す
で
に
締

め
切
ら
れ
て
い
ま
す
。
来
年
度

以
降
に
こ
の
補
助
金
の
継
続
に

つ
い
て
は
未
発
表
で
す
が
、
事

業
を
承
継
す
る
際
、
さ
ら
に
発

展
す
る
仕
組
み
を
実
行
す
る
た

め
の
設
備
資
金
や
人
件
費
も
補

助
対
象
と
な
る
の
で
、
該
当
す

る
か
も
し
れ
な
い
企
業
の
方

は
、
ぜ
ひ
検
討
し
て
み
て
く
だ

さ
い
。
以
下
に
、
今
年
度
の
要

件
に
つ
い
て
ご
説
明
し
ま
す
。

【
期
間
の
条
件
は
？
】

対
象
と
な
る
事
業
承
継
の
期

間
（
来
年
度
募
集
が
あ
る
場
合

は
、
期
間
が
動
く
こ
と
が
想
定

さ
れ
ま
す
）
は
、
２
０
１
６
年

４
月
１
日
か
ら
補
助
対
象
事
業

期
間
完
了
日
ま
た
は
、
２
０
１

９
年
１
２
月
３
１
日
の
い
ず
れ

か
早
い
日
ま
で
に
、
事
業
を
引

き
継
が
せ
る
者
と
事
業
を
引
き

継
ぐ
者
の
間
で
Ｍ
＆
Ａ
等
も
含

む
事
業
の
引
き
継
ぎ
を
行
っ

た
、
又
は
行
う
こ
と
が
条
件
と

な
っ
て
い
ま
す
。

【
事
業
内
容
の
条
件
は
？
】

①
地
域
の
雇
用
の
維
持
、
創

出
な
ど
に
よ
り
地
域
経
済
に

貢
献
し
て
い
る
こ
と
。

②
経
営
し
て
い
る
地
域
又
は

近
隣
地
域
か
ら
の
仕
入
（
域

内
仕
入
）
が
多
い
こ
と
。

③
地
域
の
強
み
（
技
術
、
特

産
品
、
観
光
、
ス
ポ
ー
ツ

等
）
の
活
用
に
取
り
組
ん
で

い
る
こ
と
。

④
所
在
す
る
地
域
又
は
近
隣

地
域
以
外
の
地
域
へ
の
売
上

（
域
外
販
売
）
が
多
い
（
イ
ン

バ
ウ
ン
ド
等
に
よ
る
域
内
需

要
の
増
加
に
伴
う
売
上
も
含

む
）
こ
と
。

⑤
新
事
業
等
に
挑
戦
し
地
域

経
済
に
貢
献
す
る
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
に
お
い
て
中
心
的
な
役

割
を
担
っ
て
い
る
こ
と
。

⑥
そ
の
他
、
当
該
企
業
の
成

長
が
地
域
経
済
に
波
及
効
果

を
も
た
ら
し
、
地
域
経
済
の

活
性
化
に
つ
な
が
る
取
組
を

行
っ
て
い
る
。

【
主
な
使
途
は
？
】

人
件
費
：
本
補
助
事
業
に
直

接
従
事
す
る
従
業
員
に
対

す
る
賃
金
及
び
法
定
福
利

費
店
舗
等
借
入
費
：
国
内
の
店

舗
・
事
務
所
・
駐
車
場
の

賃
借
料
・
共
益
費
・
仲
介

手
数
料

設
備
費
：
国
内
の
店
舗
・
事

務
所
の
工
事
、
国
内
で
使

用
す
る
機
械
器
具
等
調
達

費
用

※
設
備
費
を
使
わ
れ
る
方
が

多
い
よ
う
で
す
。

原
材
料
費
：
試
供
品
・
サ
ン

プ
ル
品
の
製
作
に
係
る
経
費

旅
費
：
販
路
開
拓
を
目
的
と

し
た
国
内
外
出
張
に
係
る
交

通
費
、
宿
泊
費

事
業
承
継
の
際
に
必
要
な
経

費
の
多
く
が
こ
の
補
助
金
が
対

応
し
て
い
ま
す
。
た
だ
し
、
前

述
以
外
に
も
多
く
の
条
件
が
あ

り
ま
す
。
詳
細
に
つ
い
て
は
お

近
く
の
商
工
会
・
商
工
会
議
所

の
経
営
指
導
員
へ
お
尋
ね
し
て

み
て
く
だ
さ
い
。

実
際
に
採
択
さ
れ
た
事
例
は

ht
tps

://
www

.sh
oke

i-h
ojo

.

jp
/cg

ibi
n/c

ase
/

で
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

商
工
会
・
商
工
会
議
所
、
金

融
機
関
の
支
援
担
当
者
ら
１
５

０
人
が
大
分
市
で
開
催
さ
れ
た

『
事
業
承
継
支
援
の
た
め
の
研

修
会
』
に
参
加
し
ま
し
た
。

昨
年
の
法
人
の
事
業
承
継
特

例
制
度
の
創
設
に
続
い
て
、
本

年
か
ら
個
人
版
の
事
業
承
継
税

制
が
創
設
さ
れ
た
た
め
、
こ
の

制
度
の
説
明
を
中
心
と
し
た
内

容
で
し
た
。
後
継
者
の
事
業
用

資
産
取
得
に
係
る
贈
与
税
・
相

続
税
の
納

税
を
猶
予

す
る
制
度

で
、
大
分

市
の
加
藤

税
理
士
を

講
師
に
迎

え
、
個
人
事
業
承
継
制
度
の
ポ

イ
ン
ト
を
。
県
経
営
創
造
金
融

課
山
口
副
主
幹
か
ら
、
県
の
新

し
い
施
策
や
個
人
事
業
税
制
税

制
の
申
請
手
続
き
の
説
明
が
あ

り
、
参
加
者
は
熱
心
に
メ
モ
を

取
っ
て
い
ま
し
た
。
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今
で
は
死
語
と
な
り
、

昭
和
生
ま
れ
が
使
っ
て
い

た
言
葉
に
「
余
裕
の
よ
っ

ち
ゃ
ん
」
「
冗
談
は
よ
し

こ
さ
ん
」
「
許
し
て
ち
ょ

ん
ま
げ
」
な
ど
が
あ
り
ま
す
。
昭

和
生
ま
れ
の
企
業
で
は
事
業
承
継

が
進
ま
ず
、
相
談
も
で
き
ず
に
廃

業
し
て
い
く
事
例
が
増
え
続
け
て

い
ま
す
。
国
も
承
継
の
た
め
の
施

策
、
円
滑
な
事
業
廃
止
支
援
も
更

に
注
力
す
る
計
画
で
す
。
数
年
前

ま
で
事
業
承
継
や
廃
業
相
談
な
禁

句
と
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
脳
梗
塞

が
一
刻
の
猶
予
も
許
さ
れ
な
い
と

同
じ
よ
う
に
、
余
生
を
豊
か
に
過

ご
す
た
め
に
少
し
で
も
早
い
承
継

対
策
が
必
要
で
す
。
そ
の
た
め

に
、
ま
ず
は
、
ご
相
談
を
！

商
工
会
や
商
工
会
議
所
の
活
用

法
に
つ
い
て
書
か
れ
て
い
る
本
。

経
理
や
労
働
保
険
、
金
融
、
取
引

の
支
援
、
国
の
補
助
金
（
持
続
化

補
助
金
、
モ
ノ
づ
く
り
補
助
金
、

事
業
承
継
補
助
金
）
申
請
の
支

援
、
販
路
開
拓
支
援
な
ど
、
ご
商

売
に
関
す
る
あ
ら
ゆ
る
指
導
を
し

て
お
り
、
そ
の
支
援
内
容
が
事
細

か
く
説
明
さ
れ
て
い
ま
す
。
原
則

無
料
で
経
営
相
談
に
乗
っ
て
く
れ

る
法
律
に
基
づ
い
た
認
可
法
人
で

す
。
未
加
入
の
方
の
み
な
ら
ず
、

加
入
し
て
い
る
方
も
利
用
方
法
を

知
る
に
は
絶
好
の
書
物
で
す

事
業
承
継
補
助
金
十
三
件
が
採
択
さ
れ
ま
し
た

Ｑ

私
も
60
歳
を
超
え
て
、
事

業
承
継
診
断
を
受
け
て
み
る

と
、
そ
ろ
そ
ろ
3
人
の
子
供
の

長
男
に
会
社
を
引
き
継
が
せ
る

準
備
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と

思
い
ま
し
た
。
た
だ
、
事
業
承

継
に
は
い
ろ
い
ろ
な
方
法
が
あ
る
こ
と
を

聞
い
た
が
、
具
体
的
に
ど
ん
な
方
法
が
あ

る
か
教
え
て
欲
し
い
。

Ａ

事
業
を
承
継
す
る
方
法
と
し
て
、
単

に
代
表
取
締
役
社
長
と
い
う
地
位
を
引
き

継
が
せ
る
だ
け
で
は
な
く
、
社
長
の
お
持

ち
の
株
式
や
事
業
用
資
産
の
所
有
を
移
す

こ
と
が
必
要
に
な
り
ま
す
。
そ
の
具
体
的

な
方
法
と
し
て
、
①
相
続
、
②
生
前
贈

与
、
③
売
買
等
が
考
え
ら
れ
ま
す
。
①
の

メ
リ
ッ
ト
は
、
後
継
者
が
用
意
す
る
資
金

が
少
な
く
て
済
む
こ
と
、
社
長
の
地
位
を

譲
っ
て
も
株
を
持
っ
て
い
る
の
で
、
経
営

の
監
視
が
で
き
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
遺

言
書
の
作
成
は
不
可
欠
で
す
。
口
頭
で
長

男
に
と
言
っ
て
い
て
も
、
法
定
相
続
分
を

主
張
さ
れ
て
株
が
分
散
す
る
こ
と
も
あ
り

ま
す
し
、
遺
言
書
が
あ
っ
て
も
遺
留
分
の

侵
害
に
な
っ
て
い
な
い
か
も
注
意
点
で

す
。
②
生
前
贈
与
は
、
後
継
者
の
地
位
が

安
定
し
、
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
が
ア
ッ
プ
す

る
こ
と
が
考
え
ら
れ
ま
す
。
デ
メ
リ
ッ
ト

は
贈
与
税
が
生
じ
る
こ
と
で
す
。
負
担
を

少
な
く
す
る
た
め
に
は
、
平
成
３
０
年
か

ら
始
ま
っ
た
事
業
承
継
税
制
の
特
例
措
置

の
利
用
、
贈
与
時
の
相
続
時
精
算
課
税
制

度
、
暦
年
課
税
制
度
が
あ
り
ま
す
。
③
子

供
さ
ん
に
株
を
売
る
場
合
は
、
遺
留
分
の

不
安
が
な
い
こ
と
が
メ
リ
ッ
ト
と
し
て
あ

り
ま
す
が
、
買
う
た
め
の
資
金
が
必
要
に

な
り
ま
す
。
こ
れ
ら
は
、
会
社
の
規
模
や

内
容
に
よ
っ
て
最
善
の
方
法
を
検
討
し
た

方
が
良
い
の
で
、
お
近
く
の
商
工
会
・
商

工
会
議
所
の
経
営
指
導
員
や
専
門
家
に
相

談
し
ま
し
ょ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
引
継
ぎ
支

援
セ
ン
タ
ー
で
も
問
合
せ
Ｏ
Ｋ
で
す
。

事業承継Ｑ＆Ａ

個
人
版
事
業
承
継
税
制
、
し
っ
か
り
研
修
し
ま
し
た

教
え
て
、
承
継
方
法
の
種
類
を
！

講師の加藤一郎税理士

事業承継補助金の概要図


